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第
七
回
定
時
総
会
が
盛
大
に
開
催

日
　
時
　･･･

六
月
十
一
日

場
　
所
　･･･

葛
飾
法
人
会
館
三
階
　
大
会
議
室

増
田
新
会
長
誕
生

　
さ
ら
な
る
結
束
と
発
展
を
誓
う

　

平
成
三
十
年
度
を
締
め
く
く
り
令
和
の
時
代
に
向

か
っ
て
船
出
す
る
定
時
総
会
が
多
数
の
来
賓
の
臨
席
を

得
て
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。

　

小
倉
総
務
委
員
長
が
司
会
を
。
増
田
副
会
長
の
開
会
の

言
葉
に
続
き
、
片
岡
会
長
よ
り
挨
拶
が
。
公
益
社
団
法
人

と
し
て
出
発
し
て
よ
り
満
６
年
、
会
費
値
上
げ
等
の
試
練

を
乗
り
越
え
今
日
順
調
に
活
動
が
で
き
て
い
る
こ
と
に

対
し
会
員
へ
の
深
い
感
謝
の
念
を
述
べ
た
。

　

続
き
片
岡
議
長
の
も
と
報
告
事
項
、
そ
し
て
議
題
が
提

起
さ
れ
滞
り
な
く
承
認
可
決
さ
れ
た
。
ま
た
今
年
は
役

員
改
選
年
度
に
当
た
り
、
増
田
新
会
長
は
じ
め
新
理
事
・

新
監
事
人
事
が
会
員
に
承
認
さ
れ
た
。

　

来
賓
祝
辞
と
し
て
、
渡
邊
葛
飾
税
務
署
長
、
有
賀
東
京

会　　長　　挨　　拶

会　　場　　風　　景

都
葛
飾
都
税
事
務
所
長
、
青
木
葛
飾
区
長
が
当
会
の
活
動

へ
感
謝
し
、
今
後
の
活
動
に
さ
ら
な
る
期
待
を
寄
せ
た
。

税
理
士
会
か
ら
は
関
本
葛
飾
支
部
長
、
葛
飾
納
税
貯
蓄
連

合
組
合
か
ら
は
幸
德
会
長
よ
り
祝
辞
が
。

　

続
き
上
部
団
体
表
彰
が
七
名
の
方
に
行
わ
れ
、
最
後
に

宮
下
副
会
長
の
閉
会
の
言
葉
を
も
っ
て
総
会
の
締
め
く

く
り
と
し
た
。

　

こ
の
後
、
別
会
場
に
て
新
理
事
・
新
監
事
に
よ
る
理
事

会
が
開
催
さ
れ
、
新
し
い
人
事
が
承
認
さ
れ
。
メ
イ
ン
会

場
に
て
増
田
会
長
に
よ
る
就
任
抱
負
が
力
強
く
述
べ
ら
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情　報　交　換　会　風　景

関本東京税理士会葛飾支部長のご挨拶

渡邊葛飾税務署長のご挨拶

御来賓の皆様 幸德葛飾納税貯蓄組合連合会長のご挨拶

増田新会長挨拶

有賀葛飾都税事務所長のご挨拶青木葛飾区長のご挨拶

れ
た
。

　

続
き
、
組
織
委
員
会
に
よ
る
会
員
増
強
功
労
者
表
彰

に
入
っ
た
。
冒
頭
、
中
村
副
会
長
が
、
会
員
増
強
運
動

へ
の
感
謝
と
さ
ら
な
る
協
力
を
訴
え
た
。
表
彰
は
丁
寧

に
部
門
ご
と
に
行
わ
れ
、
受
賞
者
も
感
想
を
述
べ
る
な

ど
会
員
増
強
に
向
け
共
闘
を
誓
い
合
っ
た
。

　

新
体
制
を
寿
ぎ
、
第
二
部
懇
親
会
が
盛
大
に
開
催
。

会
場
に
は
、
晴
れ
晴
れ
と
し
た
会
員
来
賓
の
歓
声
が
あ

ふ
れ
た
。
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昭
和
五
十
年
十
月
、
葛
飾
法
人
会
第
六
支
部
か
ら
分

離
独
立
し
て
第
二
十
六
支
部
（
後
の
西
亀
堀
八
支
部
、

現
上
千
葉
支
部
）
が
新
設
さ
れ
た
時
が
私
と
法
人
会
と

の
関
わ
り
の
始
ま
り
で
あ
り
ま
し
た
。
以
来
、
今
日
迄
、

四
十
三
年
間
、
法
人
会
と
共
に
歩
ん
で
参
り
ま
し
た
が
、

そ
の
間
、
平
成
五
年
に
は
西
亀
堀
八
支
部
長
を
拝
命
し
、

本
部
理
事
と
な
り
、
常
任
理
事
、
副
会
長
を
経
て
、
平

成
二
十
七
年
に
伝
統
あ
る
葛
飾
法
人
会
の
会
長
に
推
挙

さ
れ
ま
し
た
。
二
期
四
年
間
務
め
さ
せ
て
頂
き
、こ
の
度
、

第
七
回
公
益
社
団
法
人
葛
飾
法
人
会
の
定
時
総
会
に
於

い
て
退
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
任
期
中
は
税
務

当
局
並
び
に
関
係
各
団
体
の
皆
様
、
そ
し
て
、
当
会
役
員
、

各
会
員
の
皆
様
よ
り
多
大
な
る
御
支
援
、
御
協
力
を
賜

り
、
大
過
な
く
任
を
終
え
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
衷
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
法
人
会
の
あ
ゆ
み
を
私
な
り
に
大
き
く
四
つ
に

区
切
る
と
す
れ
ば
、
一
期
目
は
設
立
か
ら
社
団
法
人
に

移
行
す
る
ま
で
の
創
成
の
時
期
、
二
期
目
は
私
が
支
部
長

を
拝
命
し
た
翌
年
（
平
成
六
年
）、
法
人
会
が
過
去
最
大

の
会
員
数
（
８
２
６
３
社
）
を
記
録
し
、
全
て
に
活
気
と

明
る
さ
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
組
織
拡
大
の
時
代
。
三
期

目
は
既
に
日
本
経
済
は
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て
、「
失
わ
れ

た
二
十
年
」
と
呼
ば
れ
る
不
況
の
時
代
に
入
り
、そ
の
後
、

追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
郵

政
民
営
化
に
よ
る
簡
易
保
険
の
取
扱
手
数
料
の
減
収
な

ど
の
影
響
を
受
け
て
、
組
織
力
、
財
務
力
共
に
弱
体
化
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
四
期

目
は
平
成
二
十
年
に
公
益
法
人
制
度
改
革
の
関
連
三
法

が
施
行
さ
れ
、
当
会
も
平
成
二
十
五
年
四
月
よ
り
一
般
社

団
法
人
か
ら
公
益
社
団
法
人
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
り
、

こ
の
時
を
境
に
次
の
時
代
へ
大
き
く
舵
を
切
り
、
事
業

の
在
り
方
も
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
現
下
の
時
代
で

あ
り
ま
す
。
当
初
、私
が
会
長
と
し
て
腐
心
し
た
こ
と
は
、

公
益
社
団
法
人
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
は

会
員
の
皆
様
の
み
に
行
っ
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
を
不
特
定

多
数
の
非
会
員
の
皆
様
に
も
等
し
く
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
に
対
し
会
員
の
皆
様
に
御
理
解
が
得
ら
れ

る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
は
、

支
部
長
さ
ん
や
、
役
員
の
皆
様
の
努
力
で
、
そ
れ
ほ
ど
時

間
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
逆
に
、
非
会
員
の
皆

様
に
是
非
ご
理
解
し
て
頂
き
た
か
っ
た
こ
と
は
、
新
任
の

あ
い
さ
つ
の
時
も
誌
面
で
述
べ
ま
し
た
が
、
区
内
の
法

人
企
業
は
そ
の
多
く
が
中
小
零
細
企
業
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
大
小
を
問
わ
ず
、
何
ら
か
の
形
で
社
会
に
貢
献
す
る

義
務
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
体
力
の
あ
る
会
社

は
自
身
で
で
き
ま
す
が
、
小
さ
い
が
故
に
企
業
責
任
と
し

て
の
社
会
貢
献
を
し
た
く
て
も
出
来
な
い
と
き
、
公
益

社
団
法
人
葛
飾
法
人
会
に
入
会
し
て
仲
間
と
成
れ
ば
共

に
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
当
会
の
存
在
価
値

は
そ
の
受
け
皿
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
事
へ
の
理
解
が
広
く
進
め
ば
組
織
強
化
に
も
つ
な

が
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
ま
だ
十
分
理
解
が
進
ん

で
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

本
部
執
行
部
の
副
会
長
さ
ん
方
は
、
四
年
前
の
役
員
改

選
に
於
い
て
八
人
の
内
五
人
が
改
選
さ
れ
執
行
部
に
加

わ
っ
た
若
い
優
秀
な
副
会
長
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
ま
さ

に
、
あ
の
時
が
当
会
の
世
代
交
代
の
時
で
あ
っ
た
と
認
識

し
て
お
り
ま
す
。
私
の
会
長
と
し
て
の
大
き
な
役
割
の

一
つ
は
、
上
手
に
世
代
の
引
継
ぎ
を
す
る
事
に
あ
る
と

考
え
て
居
り
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
四

年
の
経
験
を
重
ね
て
、
こ
の
度
副
会
長
全
員
が
留
任
し
、

新
た
に
女
性
初
の
堀
切
副
会
長
を
加
え
、
会
長
を
含
め
九

人
の
執
行
部
体
制
で
引
き
続
き
葛
飾
法
人
会
の
舵
取
り

を
す
る
事
と
成
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
増
田
新
会
長
を
中

心
に
し
て
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
責
任
あ
る
団
体
と
し

て
さ
ら
に
発
展
さ
れ
ま
す
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

法
人
会
と
関
わ
っ
た
四
十
三
年
間
は
永
く
も
あ
り
、
短

く
も
あ
っ
た
気
が
い
た
し
ま
す
。
多
く
の
人
と
出
会
い
、

い
ろ
い
ろ
な
経
験
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
苦
労
も
あ
り
ま

し
た
が
、
私
の
人
間
形
成
の
多
く
が
法
人
会
活
動
の
中
で

育
ま
れ
た
も
の
と
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
伝
統
あ
る
葛
飾
法
人
会
の
益
々

の
発
展
と
会
員
の
皆
様
の
御
事
業
の
ご
繁
栄
、
ご
健
勝
、

ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
退
任
の
挨
拶
と
い
た
し
ま

す
。

　

退
任
の
ご
挨
拶前 会 長

片岡　嘉治
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六
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
公
益
社
団
法
人
第

七
回
定
時
総
会
お
よ
び
そ
の
直
後
に
開
催
さ
れ
ま
し
た

新
役
員
に
よ
る
理
事
会
に
お
き
ま
し
て
第
十
三
代
会
長

と
し
て
選
任
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、

は
た
し
て
自
分
が
そ
の
責
務
を
全
う
で
き
る
の
か
、
会
員

の
皆
様
に
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
不
安

を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

当
会
は
昭
和
二
十
四
年
に
葛
飾
法
人
納
税
協
力
会
と

し
て
活
動
を
開
始
し
、
翌
年
に
葛
飾
法
人
会
と
現
在
の
名

称
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
法
人
会
は
良
き
経
営
者
の
団

体
と
し
て
申
告
納
税
の
適
正
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
に
必
要
な
税
制
度
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
研
修

会
を
頻
繁
に
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
昭
和
三
十
九
年
に
は

社
団
化
第
一
号
と
し
て
認
可
を
受
け
、
平
成
二
十
五
年
に

は
新
し
い
公
益
法
人
基
準
に
則
り
公
益
社
団
法
人
と
な

り
ま
し
た
。

　

公
益
社
団
法
人
と
な
っ
た
現
在
で
は
、
地
域
の
活
性
化

に
も
力
を
い
れ
て
お
り
、
地
域
交
流
に
加
え
、
健
康
増
進

を
テ
ー
マ
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
、
次
代
を
担
う
子
供
た

ち
の
育
成
に
少
年
野
球
教
室
、
地
域
防
災
の
理
解
の
た
め

に
「
中
川
に
親
し
む
集
い
」、
緊
急
時
に
備
え
て
の
救
命

講
習
会
等
々
、
様
々
な
事
業
を
企
画
し
実
施
し
て
お
り
ま

す
。

　

是
非
と
も
会
員
の
み
な
ら
ず
一
般
の
地
域
の
方
々
に

も
気
軽
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
活
動
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
会
員

と
し
て
仲
間
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

法
人
会
に
加
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
公
益
を
目
的
と
す

る
社
会
貢
献
活
動
を
す
る
傍
ら
、
地
域
の
方
々
と
の
交
流

を
と
お
し
て
、
税
務
や
経
営
に
関
す
る
情
報
、
異
業
種
の

経
営
者
と
の
情
報
の
交
換
が
で
き
、
ま
た
社
会
に
出
た
ば

か
り
の
若
手
後
継
者
の
育
成
に
も
必
ず
や
役
に
立
つ
も

の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　

私
と
法
人
会
と
の
関
わ
り
は
昭
和
五
十
年
代
の
半
ば

に
、
青
年
部
（
当
時
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
と
称
す
）
に
入
会

し
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。
様
々
な
活
動
が
新
鮮
に
感
じ

ら
れ
、
先
輩
方
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
憧
れ
、
ワ
ク
ワ
ク

し
な
が
ら
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
同
世
代
の
仲
間
と
の
活

動
や
研
修
旅
行
、
親
会
（
本
部
）
事
業
の
合
同
研
修
会
へ

の
参
加
、
税
制
改
正
や
相
続
税
等
の
研
修
会
と
楽
し
み
な

が
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
は
私
の
財
産
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

バ
ブ
ル
経
済
の
破
綻
以
降
、
会
員
の
減
少
が
続
き
、
簡

易
保
険
の
団
体
取
扱
収
入
も
無
く
な
り
厳
し
い
予
算
の

な
か
、
会
員
の
交
流
事
業
を
削
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

一
方
で
公
益
社
団
化
に
よ
り
地
域
社
会
に
向
け
た
事
業

展
開
に
予
算
を
振
り
分
け
る
こ
と
と
な
り
、
積
み
立
て

を
取
り
崩
し
な
が
ら
の
運
営
で
し
た
が
、
三
年
前
に
会
員

の
皆
様
の
ご
理
解
に
よ
り
会
費
の
値
上
げ
を
認
め
て
い

た
だ
き
、
現
在
は
収
支
均
衡
の
状
態
を
保
っ
て
い
ま
す
。

当
面
の
課
題
は
こ
の
法
人
会
の
活
動
が
永
続
的
に
続
け

ら
れ
る
様
、
如
何
に
当
会
の
求
心
力
を
高
め
る
か
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
会
員
の
増
強
を
推
し
進
め
な
が
ら
、
少
し

で
も
会
員
の
交
流
の
場
を
増
や
し
、
会
員
の
皆
様
と
意
見

交
換
の
な
か
で
法
人
会
の
将
来
像
を
描
き
、
そ
れ
に
向
け

邁
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
会
員
の
皆
様
の

ご
指
導
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
任
の
ご
挨
拶新 会 長

増田　充孝

～予　告～
葛飾企業人 次回は㈱富士金属さんを
紹介予定です。お楽しみに !!　
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新任役員のご紹介

組織副委員長

石原　祐治

女性部会長

坂巻　茂里

東立石支部長

尾口　武弘

税制副委員長

渡邊　信之

四つ木五支部長

渡部　幸一

厚生副委員長

小野瀬　祐次

小菅支部長

大庫　惣一

東新小岩支部長
鹿住　良人

社会貢献副委員長

川上　直息

東四つ木支部長

太田　弘一郎

南水元支部長
庵原　皓司

令
和
元
年
度

　
　
　
新
任
理
事
・
支
部
長
の
ご
紹
介

退
任
役
員
に
対
す
る
感
謝
状
の
贈
呈

　
右
記
諸
氏
は
、
会
長
、
理
事
・
監
事
と
し
て
永
年
に
わ

た
り
そ
れ
ぞ
れ
の
要
職
に
あ
っ
て
積
極
的
に
会
の
発
展
に

尽
力
さ
れ
、
組
織
の
拡
充
強
化
と
納
税
の
高
揚
に
貢
献
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
功
績
は
極
め
て
顕
著
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
退
任
に
あ
た
り
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
ま
す
。

片　岡　嘉　治
瀧　澤　一　郎
古　山　郁　男
近　藤　宏　一
江　川　康　夫
近　藤　勝　彦
二　瓶　光　男
花　島　惠　子
辻　　　敏　行
山　﨑　邦　夫
　　　　（敬称略）
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東
京
法
人
会
連
合
会
関
係
表
彰
者
の
ご
紹
介

　
令
和
元
年
六
月
十
二
日
（
水
）
一
般
社
団
法
人
東
京
法
人

会
連
合
会
第
七
回
通
常
総
会
が
明
治
記
念
館
に
お
い
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
当
会
で
は
次
の
方
々
が
受
彰
披
露
さ
れ
ま
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　（
敬
称
略
、
役
職
は
平
成
三
十
年
度
）

●
全
法
連
功
労
者
表
彰

監
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

瀧
　
澤
　
一
　
郎

副
会
長  

　
　
　   

　
　
篠
　
原
　
裕
　
一

●
東
法
連
永
年
勤
続
役
員
表
彰

財
務
委
員
長 

 

　
　
臼
　
倉
　
龍
太
郎

事
業
研
修
副
委
員
長

　
　
齋
　
藤
　
信
　
夫

高
砂
支
部
長 

 

　
　
髙
　
尾
　
　
　
茂

お
花
茶
屋
支
部
長  

　
　
永
　
井
　
孝
　
志

●
東
法
連
会
員
増
強
功
労
者
表
彰
受
彰
者

細
田
支
部
幹
事 

 

　
　
青
　
木
　
博
　
元

東
新
小
岩
支
部
長  

　
　
大
　
貫
　
賢
　
充

お
花
茶
屋
支
部
相
談
役

　
　
細
　
谷
　
恒
　
明

増加率代表　山﨑南水元支部長

総合代表　金井細田支部長

加入数代表　大貫東新小岩支部長

個人表彰　細田支部 美濃さん

加入率代表　渡部四つ木五支部長

個人表彰　保険会社代表 大同宮坂さん

会員増強功労者表彰
　会員増強功労者表彰では、平成三十年度会員増強推進運動の経過報告が行われ、増田会
長から各部門の代表支部と個人の代表者に表彰状が手渡された。
　・増加率代表　　　　　　　　山﨑南水元支部長　
　・達成率代表　　　　　　　　永井お花茶屋支部長
　・加入数代表　　　　　　　　大貫東新小岩支部長
　・加入率代表　　　　　　　　渡部四つ木五支部長
　・総合代表　　　　　　　　　金井細田支部長
　・個人感謝状支部代表　　　　細田支部　美濃康文
　・個人感謝状保険会社代表　　大同生命保険㈱　宮坂美津枝　　　　　　　　（敬称略）

　片岡会長お疲れ様
   　　でございました

　二期四年間、葛飾法人会会長としてそ
の要職にあって組織の発展のためにご尽
力いただきました片岡会長が会長職をご
退任されました。
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女
性
部
会
長

坂
　
巻
　
茂
　
里

私
の
お
す
す
め

　　　　　　　　　台
湾    

　

国
立
故
宮
博
物
院
、
九
份
、
中
正
記
念
堂
、
龍
山
寺
、

淡
水
、
夜
市
、
忠
烈
祠
、
北
投
温
泉
、
日
月
潭
、
鳥
来

⋮
⋮
⋮
有
名
な
観
光
地
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
私
の

お
す
す
め
台
湾
は
、「
阿
里
山
の
御
来
光
で
す
。」
台
湾
最

高
峰
い
や
東
ア
ジ
ア
最
高
峰
の
玉
山
（
標
高
三
九
五
二

メ
ー
ト
ル
）
三
系
か
ら
顔
を
出
す
日
の
出
は
、
息
を
の

む
美
し
さ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
台
湾
最
強
の
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
、
桜
の
季
節
が
一
番
良
い
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
昨
年
の
夏
、
念
願
か
な
っ
て
阿
里
山
へ
行
っ

て
参
り
ま
し
た
。
台
湾
嘉
義
県
に
位
置
す
る
阿
里
山
は
、

一
つ
の
名
前
で
は
な
く
祝
山
、
大
塔
山
な
ど
十
八
の
山
々

か
ら
な
る
国
家
風
景
区
（
国
定
公
園
）
で
す
。
日
本
統
治

時
代
一
九
三
四
年
に
は
、
新
高
阿
里
山
国
立
公
園
と
し
て

日
本
の
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
玉
山
連

峰
に
沿
っ
た
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
一
帯
は
、「
阿
里

山
国
家
森
林
遊
楽
区
」
と
し
て
「
阿
里
山
森
林
鉄
道
」「
御

来
光
」「
巨
木
の
森
」「
高
山
茶
」
と
魅
力
の
あ
る
と
こ

ろ
で
す
。
日
本
統
治
時
代
一
八
九
九
年
、阿
里
山
鉄
道
は
、

ヒ
ノ
キ
を
運
ぶ
目
的
で
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
靖
国
神
社
の

神
門
や
東
大
寺
大
仏
殿
の
垂
木
な
ど
、
日
本
の
多
く
の
神

社
仏
閣
に
上
質
の
タ
イ
ワ
ン
ヒ
ノ
キ
が
使
わ
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
阿
里
山
国
家
森
林
遊
楽
区
の
中
に
あ
る
阿

里
山
賓
館
に
前
泊
し
ま
し
た
。
一
〇
六
年
の
歴
史
の
あ
る

ホ
テ
ル
で
、
日
本
統
治
時
代
は
招
待
所
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
そ
う
で
す
。
標
高
二
二
七
四
メ
ー
ト
ル
台
湾
国
内
最

高
の
高
さ
に
位
置
し
ま
す
。
本
館
は
、
大
正
二
年
に
建
て

ら
れ
ヒ
ノ
キ
造
り
で
、
蒋
介
石
を
は
じ
め
歴
代
の
大
統
領

な
ど
海
外
の
有
名
人
も
宿
泊
し
た
そ
う
で
す
。
新
館(

現

代
館)
は
、
ロ
ビ
ー
に
入
る
と
高
い
空
間
の
天
井
、
ガ
ラ

ス
越
し
に
流
れ
る
滝
が
見
え
、
森
林
と
の
調
和
が
素
敵
な

ホ
テ
ル
で
す
。

　

翌
朝
、
三
時
半
出
発
、
夜
中
か
ら
雨
が
シ
ト
シ
ト
降
っ

て
い
ま
し
た
。
朝
に
な
っ
て
も
止
み
ま
せ
ん
。
夏
な
の
に

気
温
一
〇
度
、
寒
い
で
す
。
こ
の
ま
ま
だ
と
御
来
光
を
見

る
事
は
難
し
い
か
な
と
、
思
い
な
が
ら
バ
ス
に
乗
り
込
み

ま
し
た
。

　

五
分
で
阿
里
山
駅
に
着
き
、
ホ
ー
ム
に
は
、
瞬
く
間
に

人
が
集
ま
っ
て
来
ま
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
世
界
三
大
鉄
道
の
一
つ
で
あ
る
阿
里
山
森

林
鉄
道
に
乗
り
、
展
望
台
の
あ
る
祝
山
駅
ま
で
二
十
五

分
で
す
。
祝
山
駅
に
着
く
と
、
み
ん
な
早
足
で
展
望
台

を
目
指
し
ま
す
。
色
ん
な
国
の
人
た
ち
の
話
し
声
で
静

寂
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
ん
だ
ん
雨
が
上
が
り
、

薄
っ
す
ら
と
下
の
方
に
雲
海
と
山
並
み
が
観
え
た
途
端
、

こ
こ
に
い
る
全
て
の
人
が
静
寂
の
中
に
包
ま
れ
、
一
点
を

祈
る
よ
う
に
見
つ
め
始
め
ま
し
た
。
厚
い
雲
が
な
か
な
か

動
き
ま
せ
ん
。
少
し
あ
き
ら
め
か
け
た
時
、
厚
い
雲
が
動

き
出
し
薄
っ
す
ら
と
光
が
差
し
始
め
ま
し
た
。

　
「
ウ
オ
ー
」
御
来
光
で
す
。
多
く
の
人
た
ち
の
歓
喜
の

声
。

　

来
て
良
か
っ
た
！
桜
の
季
節
に
、
も
う
一
度
訪
れ
た
い

と
思
い
ま
し
た
。



第35回葛飾区産業フェア
葛飾の技術と味・匠の祭典です。写真は昨年のオープニングです。

入場無料

会場：青戸／テクノプラザかつしか
時間：午前10時～午後5時

（但し、20日㊐・29日㊐は午後4時まで）
主催：葛飾区・葛飾区産業フェア運営委員会
 東京商工会議所　葛飾支部

前半 工業・商業・観光展 10/18金－20日
後半 農業・伝統産業展 10/27金－27日

第
35
回

葛
飾
区
産
業
フ
ェ
ア

実
行
委
員
長

か
つ
し
か
異
業
種
交
流
会
会
員

株
式
会
社
カ
ナ
ッ
ク
企
画 金子　高一郎

多くの方のご来場
お待ちしています！！
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女性部会　　　　　　　　　　　　　 　   ４月19日

第７回通常総会
女性部会　　　　　　　　　　     　　　  ４月25日

第14回全国女性フォーラム富山大会

青年部会　　　　　　　　　　     　　　    ６月３日

齊藤前青年部会長慰労会
セミナー　　　　　　　　　　     　　　  ５月17日

「やさしい相続税・贈与税」

本部より片岡会長はじめ、役員の方々、葛飾税務署の渡邊署長はじ
め幹部署員４名のご出席を賜り、第７回通常総会が多数の女性部会
員出席のもと開催され全ての議案の承諾を頂きました。今年度は女
性部会も役員改選にあたり、長年勤められた堀切部会長が退任され
坂巻茂里さんが新女性部会長に就任しました。

　　　平成31年４月25日（木）　 　受付開始１１：００～
　　　会　場　　富山産業展示館　テクノホール法人会
　　　全国女性フォーラム参加人数　　１，６００名
わが葛飾法人会女性部会は堀切、坂巻、大嶋 ３名参加致しました。

６月３日に齊藤前部会長の慰労会を浅草ハレテラスにて行いました。
OB諸先輩方をはじめ総勢31名にて盛大に行うことが出来ました。

税務大学校専門教育部教授の櫻井和彦氏を招き、相続税・贈与税を
やさしく解説して頂きました。
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（NHK「クローズアップ現代
　 『ＡＩ時代の仕事 教育』」）
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Ａ
Ｉ
VS ．
教
科
書
が
読
め
な
い
子
ど
も
た
ち

　
　
　
　

  

新
井　
紀
子　
東
洋
経
済
新
報
社　
二
〇
一
八

■
「
い
っ
た
い
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
来
る
の
か
？

　
本
書
の
著
者
、
新
井
紀
子
氏
は
東
京
大
学
受
験
合
格
を
目

ざ
す
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）「
東
ロ
ボ
く
ん
」
を
産
み
育
て
て

き
た
数
学
者
で
あ
る
。

　
　
「
東
ロ
ボ
く
ん
」
は
す
で
に
偏
差
値
難
関
私
立
の
一
部
の
学

　
科
も
合
格
す
る
ま
で
の
実
力
を
持
ち
始
め
て
い
る
。
で
は
こ

の
ま
ま
成
長
し
て
東
大
に
も
合
格
し
、
果
て
は
Ａ
Ｉ
そ
の
も
の
が
人
類
の
知
能
を
超
え

凌
ぐ
よ
う
な
所
（
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
）
は
到
来
し
て
し
ま
う
の
か
？
著
者
の
答
え
は
Ｎ

Ｏ
で
あ
る
。

　
所
詮
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
計
算
機
で
あ
り
、
論
理
、
確
率
、
統
計
処
理
と
い
う
数
学
の
域

を
で
な
い
の
で
あ
り
、
人
間
の
よ
う
に
「『
意
味
』
を
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
問
題
は
た
だ
の
計
算
機
に
す
ぎ
な
い
Ａ
Ｉ
に
代
替
さ
れ

な
い
人
間
が
何
割
あ
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

■
四
十
九
％
の
仕
事
が
Ａ
Ｉ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る

　

あ
る
予
測
に
よ
る
と
、
二
〇
三
〇
年
に
は
五
割

近
く
の
職
業
が
Ａ
Ｉ
に
代
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
の

こ
と
で
あ
る
。
九
十
％
以
上
の
中
に
は
わ
が
税
務

署
や
税
理
士
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
笑
え
な
い
事

態
だ
。
Ａ
Ｉ
時
代
の
失
業
の
危
機
は
現
実
だ
。
で

は
Ａ
Ｉ
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の

能
力
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
「
意
味
を

解
す
る
」
こ
と
。
ま
た
あ
る
研
究
者
は
「
創
造
力
、

接
客
力
、
管
理
力
」
だ
と
い
う
。

　
今
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
Ｉ
Ｔ
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
自
分
の
子
弟
を
あ
る
学
校
に
通
わ
せ

る
。
そ
こ
で
は
デ
ジ
タ
ル
機
器
一
切
使
用
禁
止
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
ク
ラ
ス
全
員
で
協
力

し
て
ア
ー
ト
作
品
を
造
り
、
五
感
を
使
っ
て
自
然
の
素
材
を
彫
塑
し
た
り
の
物
づ
く
り
、

生
身
の
経
験
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
や
社
会
を
理
解
す
る
と
い
う
授
業
を
行
う
。

Ａ
Ｉ
を
使
い
こ
な
す
に
は
こ
う
し
た
人
間
力
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
親
は
熟
知
し
て

い
る
か
ら
だ
。

■
日
本
の
教
育
が
危
な
い

次
の
二
つ
の
文
が
表
す
内
容
は
、「
同
じ
」
か
「
異
な
る
」
か
。

　
「
幕
府
は
、
一
六
三
九
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
追
放
し
、
大
名
に
は
沿
岸
の
警
備
を
命

じ
た
」「
一
六
三
九
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
追
放
さ
れ
、
幕
府
は
大
名
か
ら
沿
岸
の
警
備

を
命
じ
ら
れ
た
」

　
当
然
、「
異
な
る
」
が
正
解
。
し
か
し
全
国
の
中
学
生
八
五
七
人
の
正
答
率
は
、
な
ん

と
五
十
七
％
。「
二
択
問
題
」
の
正
答
率
は
当
て
ず
っ
ぽ
う
で
も
五
十
％
に
な
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
驚
異
的
な
低
さ
と
言
え
る
。

　
十
年
後
の
子
供
や
孫
た
ち
の
活
躍
す
る
世
界
は
き
っ
と
劇
的
に
変
わ
っ
て
い
る
に
違
い

な
い
が
、
新
井
に
よ
る
と
、
Ａ
Ｉ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
な
い
人
間
を
育
て
る
た
め
の
教
育

を
考
え
る
と
、
今
の
日
本
の
教
育
は
深
刻
な
状
況
ら
し
い
。（
Ｓ
）

Book Review
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葛飾税務署からのお知らせ
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－都税についてのお知らせ－ 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

＜減免対象＞ 
不燃化特区内において、不燃化のための建替えを行った住宅のうち、以下の要件を全て満たすもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜減免される期間・税額＞ 
新築後新たに課税される年度から５年度分について居住部分の固定資産税・都市計画税を 

全額減免 （減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。） 

 

＜減免を受けるための手続き＞ 

新築された年の翌々年（１月１日新築の場合は翌年）の２月末日までに申請してください。 

詳しくは、新築した住宅が所在する区にある都税事務所までお問い合わせください。 

＜不燃化特区＞ 

 

東京都都市整備局のホームページをご覧ください。 

 
 

＜新築した住宅＞ 

□ 不燃化特区内に所在する 

□ 家屋の構造が木造又は軽量鉄骨造（２以上の構造があ

る場合には、木造又は軽量鉄骨造の床面積が総床面積

の２分の１以上） 

□ 不燃化特区の指定期間中に取り壊されている（ただ

し、住宅を新築した後に家屋を取り壊す場合は、住宅

を新築した日から１年以内（令和２（２０２０）年４

月１日から令和２（２０２０）年１２月３１日までに

新築した場合は、令和３（２０２１）年３月３１日ま

で）に取り壊されている必要があります。） 

□ 不燃化特区内に所在する 

□ 耐火建築物又は準耐火建築物 

□ 検査済証の交付を受けている 

□ 新築年月日が不燃化特区の指定日から令和２ 

（２０２０）年１２月３１日まで 

□ 居住部分の割合が２分の１以上 

□ 取り壊した家屋の所有者と新築した住宅の所有者

が同一であること（一定の緩和要件があります。） 

＜所有者＞ 

＜取り壊した家屋＞ 

昭和 57 年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該家

屋に代えて、令和 2 年 3 月 31 日までに、耐震化のため

に新築された住宅のうち、一定の要件を満たすもの 

＜耐震化のための建替え＞ 

新築後新たに課税される年度から 3 年度分について居住

部分の固定資産税・都市計画税を全額減免(減免の対象と

なる戸数は、建替え前の家屋により異なります) 

減免の期間と額 

昭和 57 年１月１日以前からある家屋で、令和 2 年 3 月 31

日までに、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工

事を施したもの 

＜耐震化のための改修＞ 

改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住部分で１戸

あたり 120 ㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税

を耐震減額適用後全額減免 

減免の期間と額 

減免対象 減免対象 

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が異なりますのでご注意ください。

詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。 

申請期限 
新築した年の翌々年の 2 月末 

（１月１日新築の場合は翌年の２月末） 

申請期限 
改修工事が完了した日から３ヶ月以内 
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葛飾都税事務所からのお知らせ
TEL. 03-3697-7511



葛飾区役所・税務課からのお知らせ 葛飾区⽴⽯ 5-13-1 
TEL. ０３-５６５４-８５５０ 

平成 31 年度特別区民税・都民税のお知らせ   

＜問い合わせ先＞ 課税係 直通 ０３-５６５４-８５５０ 

皆さんに納めていただいている⼤切な特別区⺠税・都⺠税（住⺠税）は、福祉・教育・まちづく
りなどに使われ、・飾区を⽀える⼟台となっています。 

平成３１年度の住⺠税は、平成３０年１⽉から１２⽉までの１年間の所得に対して課税します。
区から送付する特別徴収の税額決定通知書や普通徴収の税額決定納税通知書の内容をご確認の上、
納期限内の納⼊・納付をお願いいたします。 

なお、・飾区の今年度の住⺠税の通知書や証明書の年度表⽰は「令和元年度」ではなく、「平成
３１年度」と表⽰します。の表⽰はできませんのでご了承ください。（平成３１年度と表⽰されて
いても有効です。） 

 

事業所などの給与事務担当の方へ  

＜問い合わせ先＞ 課税係 直通 ０３-５６５４-８５５０ 

 事業所等で従業員の⽅の所得税や住⺠税の納⼊などを担当している⽅向けに、令和元年（平成 31
年）分の年末調整等説明会を⾏います。この説明会の資料は 10 ⽉下旬ごろ送付予定です。ぜひご
参加ください。 
 ⽇時・会場については、確定次第「広報かつしか」や葛飾区ホームページでご案内します。 
【内容】 
 給与所得者の年末調整の仕⽅と法定調書・住⺠税に係る給与⽀払報告書の作成・報告などについ
てわかりやすく説明します。また、必要な帳票類を会場でお渡しします。 
（給与⽀払報告書等帳票類については、10 ⽉下旬から税務署及び区役所税務課（3 階 321 番窓⼝）
で随時お渡しします。） 

住民税の普通徴収（個人納付）の方へ 

＜問い合わせ先＞収納管理係 直通０３-５６５４-８２８０ 

 納期内の納付にご協⼒をお願いします。便利な⾦融機関の⼝座振替をご利⽤ください。 
 各納付期限は次のとおりです。 
第⼆期 ９⽉２⽇（⽉） 第三期 １０⽉３１⽇（⽊） 第四期 令和２年１⽉３１⽇（⾦） 
【納付場所】各⾦融機関、郵便局（ゆうちょ銀⾏）、コンビニエンスストア、区役所税務課（本館
３階３２１番④の窓⼝）、区⺠事務所及び区⺠サービスコーナー。納付書は令和 2 年 6 ⽉ 30 ⽇ま
で使⽤できます。 
【その他の納付⽅法】 Pay-easy（ペイジー）対応の ATM、インターネットバンキング、モバイ
ルバンキング、モバイルレジ及びインターネットサイトの「Yahoo!公⾦⽀払」を利⽤したクレジ
ットカード 
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葛飾区立石５-13-１　TEL. 03-5654-8550

葛飾区役所・税務課からのお知らせ
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令和元年７月25日発行

◆ 説 明 会 の ご 案 内 ◆
決 算 法 人 説 明 会

開催日 時　間 場　所
８月２日（金） 13:30～16:00 葛飾法人会館
９月４日（水）

13:30～16:00 葛飾法人会館
９月11日（水）
10月９日（水） 13:30～16:00 葛飾法人会館
12月３日（火） 13:30～16:00 葛飾法人会館

新 設 法 人 説 明 会
７月24日（水） 13:30～16:00 葛飾法人会館
10月23日（水） 13:30～16:00 葛飾法人会館

　令和始まって最初の夏を迎えました。
　昨年の平成最後の夏は大変な酷暑となりました
が、今年もなかなかの暑さかもしれません。
　表紙の姉弟は金町の葛西神社に来たようです。創
建は平安末期元暦２年（1185年）、当時の上葛西、
下葛西を合わせた三十三郷の総鎮守として下総国香
取神宮の分霊をお祀りしたとされています（葛西神
社HPより）。また葛西囃子の発祥の地としても有名
です。
　冷たいアイスが美味しい暑い夏、熱中症にはくれ
ぐれもご注意ください。
　　　　　                  イラスト：かつしかけいた

　盛夏には、来年世界のアスリートの競演が楽
しみです。ＪＲの駅前で、「メイドインカツシカ」
のフラワーメリーゴーランド見つけました。太
陽光で電気を蓄えて自動で内臓のタンクから水
を散布するとの優れた物です、世界の祭典に採
用されＴＶ中継でワールドにちらっと映るよう
折衝中です。
　さて葛飾法人会定時総会は、上程議案すべて
承認されました。暑い日が続きます、葛飾の力
はパラフル自信いっぱいですね。
　　     　　　　　 　（広報委員長　細谷政男）

■ 表紙のイラストについて ■

編   集   後   記

葛飾法人会員の方は法人税申請書別表一（一）の上部欄外の右上部分に
このシールを貼ってご提出ください。（OCR用紙には貼らないでください。） 公益社団法人 葛飾法人会員

「東立石緑地公園で中川
に親しむ集い2019」
　　　　　　　のお知らせ

第５・６地域事業部

　令和元年１０月２７日（日）午前１０時から今年
で７回目を迎える「東立石緑地公園で中川に親し
む集い」を開催します。

　●日　時：令和元年１０月2７日（日）
　　　　  　　　　　１０時～１５時
　●会　場：東立石緑地公園
　　　　　　　　　　および中川テラス

　 釣り体験や凧づくり体験その他の防災体験プロ
グラムなど親子で楽しめる企画が盛りだくさんで
毎年好評を頂いておりますが、今年は新しく出
来た「奥戸防災船着き場」と「東立石防災船着
き場」を結ぶ「レスキュー渡し船」の試験運航
も行います。是非多くの皆様のご来場をお待ちし
ております。



●企業情報記入欄

法 人 名

代 表 者 名 役職

担 当 者 名 役職

※代表者、担当者ともに必ずフルネームでご記入ください。

業 種

※業種についてはなるべく詳しくご記入ください。

例）単に「製造業」ではなく、「プラスチック容器製造業」や「建築用金属部品製造業」等、細かく記入。
また、細かく分類した際に複数の分野にまたがる場合は、最も主要なもの一つを記入下さい。
なお、日本標準産業分類の細分類番号4ケタをご記入頂ければ、詳しくご記入いただかなくてかまいません。

本社所在地
〒

連 絡 先 ✉

延 床 面 積 　　　　　　　　    □1年度分　　　　　□1年未満

所 有 形 態 報告範囲

報 告 範 囲 の
主 た る 用 途
（ 延 床 面 積 の
約 50 ％ 以 上 ）

●エネルギー使用量記入欄（年次データ-平成30年4月分から平成31年3月分まで）

都 市 ガ ス m
　　3

L P G m
　　3

灯 油 L

その他の燃料 単位（　　　）

買電（昼：8～22時） kWh 

買電（昼：22～翌8時） kWh 

その他（昼夜不明を含む） kWh 

水道及び工業用水道 m
　　3

公共下水道 m
　　3

東京都提出　「地球温暖化対策報告書」　作成希望依頼書

葛飾法人会　事務局：FAX　03-3693-3906

事 業 所 等 の 実 績 年 度 の
エ ネ ル ギ ー 使 用 期 間

使用量

℡                         fax

29年度地球温暖化対策や省エネ対策として特別
に取り組んでいる事があればご記入ください。

↑上記使用になっているエネルギーの数値をご記入ください！

◇本社以外に東京都内の支店・営業所をお持ちの方は、お手数でも用紙をコピーして、所在地・面積・エネ
ルギ―データ等ご記入の上、支店等分の依頼書も合わせてご提出ください。

※平成30年4月から平成31年3月の途中で開設・閉鎖された、支店・営業所については、その旨をお書き添え
ください。

◆提出書類には会社印（丸印）が必要です。報告書作成後ご連絡をしますのでよろしくお願いします。

東京都地球温暖化対策報告書を提出したいので、下記内容に基づいた作成を依頼します。

水 道

電 気
（特に契約をし
て い な い 場 合
は、その他に記
入ください。）

□自己所有　□他者所有

□事務所　□商業施設（物販）　□商業施設（飲食）　□工場　□複合施設　□その他（　　　　　　　　　　）

　□建物の全部　□建物の一部（テナント）　□建物の一部（その他）
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FAX番号　03-3693-3906

　  送り先  〒124-0012 葛飾区立石７－２９－２
         公益社団法人 葛飾法人会 宛

葛飾区内の事業所の皆様へ

地球温暖化対策報告書
を提出してみませんか？

初めての

この様なメリットも
あります！

■  葛飾法人会では、区内の事業者の皆様に「地球温暖化対
策報告書」の提出を呼びかけています。

■  この報告書は、東京都条例に基づく制度で、各事業所が
平成30年４月から平成31年３月までの１年間に使用
した電気・ガス・水道・灯油の量（料金ではなく使用量）
を調べて報告書に記載し、東京都へ提出することで減税
などのメリットが受けられるようになっています。

■  報告書の提出にあたり書類作成を法人会がお手伝いさせ
ていただきます。

■  このご案内の裏面をコピーし、必要事項をご記入の上、
葛飾法人会事務局まで、FAX、または郵送に
てお送りください。

● 中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エ
ネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を
税制面から支援するため、法人事業税を減免します。
制度概要
■対象者
　①資本金の額が１億円以下の法人
　　（保険業法に規定する相互会社を除きます。）
　②「地球温暖化対策報告書」等を提出していること
■対象設備
　 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で、
環境局が導入推奨機器として指定するもの。
　・減価償却資産に限ります
　・貸付用、住宅用、中古設備を除きます
■減免額
　 設備の取得価額（上限２千万円）の２分の１を取得
事業年度の法人事業税の税額から減免します。
　（ただし、当期事業税額の２分の１を限度） 
　※ 減免しきれなかった額は、翌事業年度等の法人事

業税の税額から減免可
■対象事業年度
　 令和元年3月30日までの間に終了する各事業年度に
設備を取得し、事業の用に供した場合に適用。

エネルギーの使用量につきましては、各請求書、検針票等でお調べ頂くほか、下記の各事業所に
お電話にて（お手元に請求書等をお持ちになり）問い合わせて頂ければ１年分の確認ができます。

●電気：東京電力㈱東京カスタマーセンター（第一）
　　　　☎0120-995-001（フリーダイヤル）　☎03-6374-8936 (0120番号をご利用になれない場合有料）

●ガス：東京ガスお客さまセンター（総合）
　　　　☎0570-002211（ナビダイヤル） 　   ☎03-3344-9100（IP電話のご利用など）

●水道：水道局お客さまセンター
　　　　☎03-5326-1101
　　　　　　　※自動車の燃料として使用したガソリン、軽油は報告対象外です。

≪締　　切≫

令和元年9月27日（金）法人会到着分

中小企業向け省エネ促進税制

書類作りを法人会がお手伝い！

＜中小企業者向け省エネ促進税制に関すること＞
　・所管都税事務所の法人事業税班

　・主税局課税部法人課税指導課　法人事業税班　03-5388-2963

＜地球温暖化対策報告書制度 /お問い合わせ窓口＞

　・東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京）ヘルプデスク 03-5990-5091

申込み・問い合わせ先

公益社団法人 葛飾法人会
社 会 貢 献 委 員 会


